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 日本がアジア諸国から輸入する際には、8 割程度の貿易において FTA 関税率が用いられてい

るが、日本がインドネシアやタイ、フィリピンに輸出する際には、FTA関税率は 3割程度しか

用いられていない。 

 日本の輸出時において FTA 利用度が低い理由には、関税還付制度など、その他の特恵関税制

度がより好まれていることが考えられる。この場合、RCEP を含め、今後アジアでいかに FTA

が増えようが、日本企業による FTA関税率の利用は期待ほど進まないかもしれない。

 2020 年 6 月現在、我が国では 17 つの自由貿

易協定（FTA）と日米貿易協定が発効している。

環太平洋パートナーシップ（TPP）協定の交渉時

には、「平成の開国」として FTA が大きな論争

を生んだ。しかしながら、FTA の発効とともに、

FTA パートナー国からの輸入関税が自動的に免

除されるわけではない。協定書に定められた原

産地規則を満たした物品のみが、FTA 協定で決

められた関税率を用いることが認められる。本

ポリシー・ブリーフでは、日本のアジア諸国と

の間の貿易において、実際に FTA 関税率がどの

程度用いられているのかを概観する。 
 
日本とアジア諸国間の FTA 利用率 
 ここから実際に FTA 利用率を概観していく。

FTA 利用率は、FTA 関税率が設定されている、

FTA 特恵対象品目に絞ったうえで、総貿易額に

占める、FTA 関税率を用いて行われた貿易額の

シェアを示す。 
 表 1 は、2019 年度の日本の ASEAN 諸国から

の輸入時における FTA 利用率を示している。ミ

ャンマー、ラオス、カンボジアの 3 カ国（LDC3
カ国と呼ぶ）を除くと、日本は ASEAN 各国との

間に、日・ASEAN FTA（AJCEP）と二国間 FTA を

結んでおり、さらにシンガポール、ベトナムと

の間ではいわゆる TPP11 協定も発効している。

ここでは少なくとも一つの FTA において特恵対

象になっている品目に絞ったうえで、利用可能

なすべての FTA 関税率による貿易額を、FTA 利

用率の分子として用いる。 

 

表 1. 日本の ASEAN 諸国からの輸入における FTA 利

用率（2019 年度、%） 

 
（出所）日本の税関データをもとに著者らによる計算。 

 
 全産業では、LDC3 カ国を除くと、50%以上の

利用率を示している。さらにブルネイとシンガ

ポールを除くと、8 割以上の利用率となってお

り、FTA 特恵対象品目では、日本の ASEAN から

の輸入の大部分で FTA 税率が用いられているこ

とが分かる。産業別に見ても、概ね同様の傾向

が見られる。 
 同様に表 2 では、2019 年度の日本のその他

アジア諸国からの輸入時における FTA 利用率が

示されている。全産業では、すべての国で 85%
以上の FTA 利用率となっている。ただし、ほと

んど、もしくは全く FTA 税率が利用されていな

い産業も存在することが分かる。 

BRN IDN KHM LAO MMR MYS PHL SGP THA VNM
動物及び動物性生産品 97 99 2 95 93 3 99 96
植物性生産品 99 0 50 0 91 100 0 98 92
動物性又は植物性の油脂 100 0 99 100 99 100 100
調製食料品・飲料 98 37 0 30 97 29 93 94
鉱物性生産品 8 24 0 46 70 58
化学工業の生産品 45 92 79 0 78 91 67 93 92
プラスチック・ゴム製品 96 60 32 90 94 86 95 96
皮革及び毛皮製品 85 6 10 3 51 70 70 65 83
木材製品 96 0 4 18 98 99 21 88 87
紙・パルプ製品

紡織用繊維及びその製品 0 82 4 10 1 88 79 71 88 77
履物、帽子、傘、杖等 93 35 22 67 85 78 0 91 79
陶磁製品並びにガラス製品 92 0 94 98 49 87 71
真珠、貴石、半貴石、貴金属 80 0 0 0 5 94 25 84 88
卑金属及びその製品 0 88 0 0 90 87 19 91 92
機械類及び電気機器 100 98 0 0 97 60
車両、航空機、船舶

光学機器、精密機器 0 0 91 0 0 1 93
その他 94 89 45 12 95 64 90 78 89
全産業 64 89 9 23 7 85 95 55 92 83
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表 2. 日本のその他アジア諸国からの輸入における

FTA 利用率（2019 年度、%）  

 
（出所）日本の税関データをもとに著者らによる計算。 

 
次に、日本の輸出時における FTA 利用率を概

観する。東アジア・アセアン経済研究センター

（ERIA）のサポートにより、インドネシア、フ

ィリピン、タイにおける FTA 利用額データを入

手した。ただし、入手したデータの対象年は国

によって異なっており、インドネシアは 2016 年、

フィリピンとタイについては 2018 年となって

いる。 
 

表 3. 日本からインドネシア、フィリピン、タイへの

輸出における FTA 利用率（%）  

 
（出所）各国税関データをもとに著者らによる計算。 

 
 

全産業における FTA 利用率を見ると、先ほど

の日本の輸入時とは対照的に、非常に低い利用

率を示している。インドネシア、フィリピン、

タイ向け輸出時にはそれぞれ 3 割、2 割、4 割

程度の利用率となっている。産業別では、タイ

向けにおいては動植物性生産品や食料品、縫製

品、金属製品において、相対的に高い利用率と

なっている。インドネシア向けでは、動植物性

生産品や履物、真珠製品などにおいて高い利用

率が見られる。フィリピン向けでは、FTA 利用

率は動物性生産品と輸送機械において相対的に

高い。 
 

アジアにおける FTA 利用率の決定要因 
 日本とアジア諸国間の貿易における FTA 利用

率を概観してきた。そして、国別のみならず、

産業別にも FTA 利用率に違いがあることが示さ

れた。それでは、どういった国や産業において

FTA 利用率が高くなる傾向があるのであろうか。

ここでは、本ポリシー・ブリーフの対象国に加

え、韓国や台湾の FTA 利用額データを用いて、

FTA 利用率の決定要因を計量経済学的に分析し

た研究結果（IDE Discussion Paper No. 792）を紹

介する。 
一般に、FTA 関税率は、その利用による利益

がコストを上回れば利用されることになる。コ

ストには、原産地規則の順守に伴う中間財調整

コストや、原産地証明の取得・作成のための文

書コストが挙げられる。FTA 関税率を使わない

場合、より税率の高い、最恵国待遇（MFN）税

率を使うことになる。したがって、MFN 税率と

FTA 税率の差、いわゆる関税マージンが大きい

ほど、輸出単位当たりの利益は大きくなる。ま

た、輸出規模が大きければ、その利益の総額も

大きくなり、利用コストを上回りやすいであろ

う。 
こうした理論的な議論と一致するように、ア

ジアの貿易においても、関税マージンが大きい

品目ほど、FTA 利用率は高い。さらに、輸入国

の需要規模が大きいほど、輸出規模も大きくな

るため、FTA 利用率は高い。また、税関の効率

性が高い輸入国ほど高い FTA 利用率を示す一方、

輸出国税関の効率性と FTA 利用率の間には有意

な相関はない。このことは、輸入国側で行われ

る通関時・通関後の効率性、透明性が重要であ

ることを示しているのかもしれない。 
また、MFN 税率でもなく、FTA 税率でもない

関税制度を利用する場合があるかもしれない。

典型的な例としては、LDC3 カ国など、後発開発

オーストラ
リア

インド モンゴル
ニュージー

ランド

動物及び動物性生産品 99 89 89 83
植物性生産品 98 82 96 99
動物性又は植物性の油脂 80 100 100 88
調製食料品・飲料 96 95 100 76
鉱物性生産品 18 35
化学工業の生産品 82 84 97
プラスチック・ゴム製品 95 78 20
皮革及び毛皮製品 81 63 84 24
木材製品 97 70 98
紙・パルプ製品

紡織用繊維及びその製品 70 85 93 20
履物、帽子、傘、杖等 0 89 86 42
陶磁製品並びにガラス製品 26 75 0
真珠、貴石、半貴石、貴金属 3 28 0
卑金属及びその製品 93 96 78 0
機械類及び電気機器 86 0
車両、航空機、船舶 0
光学機器、精密機器 0 62
その他 95 83 100 0
全産業 97 85 92 90

インドネシア フィリピン タイ

対象年 2016 2018 2018
動物及び動物性生産品 69 67 65
植物性生産品 48 9 74
動物性又は植物性の油脂 9 17 32
調製食料品・飲料 37 35 61
鉱物性生産品 18 34 32
化学工業の生産品 39 23 48
プラスチック・ゴム製品 40 7 26
皮革及び毛皮製品 3 0 28
木材製品 9 1 18
紙・パルプ製品 38 23 54
紡織用繊維及びその製品 40 27 54
履物、帽子、傘、杖等 51 1 43
陶磁製品並びにガラス製品 37 3 21
天然又は養殖の真珠等製品 76 0 3
卑金属及びその製品 33 15 59
機械類及び電気機器 25 5 21
車両、航空機、船舶 38 53 23
光学機器、精密機器 22 4 14
その他（武器、雑品、美術品等） 42 25 43
全産業 32 18 38
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途上国を対象にほぼすべての品目で無税の税率

が提供される、特別特恵関税制度が挙げられる。

一般に、特別特恵関税制度のほうが FTA よりも

特恵対象品目の範囲が広く、また税率も同じか、

より低い。そのため、アジアの貿易においても、

この特別特恵関税制度が利用可能な場合は FTA
利用率が低く、当該制度がより利用されている

ことがうかがえる。 
 同様に、輸出品を生産するために輸入された

部材に対する関税支払いを免除もしくは低減す

る措置として、自由貿易区制度、輸出加工区制

度、投資恩典に基づく免税措置、関税減免制度

などがある。そのため、これらの制度の受益者

となりやすい、多国籍企業が多く進出している

国では、輸入時の FTA 利用率が低い。また、完

成品の場合はさらなる加工、輸出ができず、こ

うした制度が利用できないため、中間財に比べ

完成品を輸出するときほど、FTA 利用率は高い。 
 

図 1. 日本からタイへの輸出額における関税制度別シ

ェア（2018 年） 

 
（出所）タイ税関データをもとに著者らによる計算。 

 
政策的含意 

図 1 では、日本からタイへの総輸出額を、関

税制度別に分解している。表 3 とは異なり、特

恵対象品目に絞らず、ここではすべての品目を

対象としている。30%を占める MFN 税率、23%
を占める二国間 FTA（JTEPA）税率を除くと、5
割近くの貿易でこうした FTA 以外の特恵関税制

度が利用されていることが分かる。そして重要

なことは、こうした利用は企業の合理的な選択

によって実現している点である。FTA 利用には

原産地規則の順守が必要なことに加え、多くの

場合、原産地証明書を取得・作成する事務負担

を負うのは輸出企業であるという特徴がある。

一方、その他特恵制度における事務手続きは主

に輸入企業によって行われることになる。した

がって、輸出企業にとり、様々な点で FTA より

もその他特恵制度が魅力的になりえる。 
このことは重要な含意を持っている。現在、

東アジア地域包括的経済連携（RCEP）協定の交

渉が進められているが、今後、本協定が締結、

発効しても、期待ほど RCEP を含む FTA 税率の

利用は進まないかもしれない。依然として企業

は、条件が合うならば、その他特恵制度の利用

を好むためである。例えば、図 2 では日本から

中国への輸出内訳を示している。もちろん、FTA
税率が利用可能になることによって新規に輸出

を開始する企業もいるであろうが、仮に通常貿

易を行っている企業のすべてが RCEP 税率を用

いても、6 割程度の RCEP 利用率となる。FTA 税

率の利用を促進するうえで、累積規定や運用上

の証明手続き（OCP）など、原産地規則・証明の

改善、簡素化が不可欠であり、どのような方法

が考えられるか、今から備える必要がある。 
 
図 2. 日本から中国への輸出額における関税制度別シ

ェア 

 
（出所）Global Trade Atlas をもとに著者らによる計算。 
（注）加工貿易には「Process & Assembling」と「Process 
With Imported Materials」を含む。 

 
（はやかわ かずのぶ／開発研究センター・経

済地理研究グループ、なたうっと らくさなぱ

んやかる／タイ開発研究所、でぃおにしうす 

なるじょこ／東アジア・アセアン経済研究セン

ター、ふらんしす きんば／フィリピン開発研

究所） 
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